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１ 宮崎県障がい福祉計画（宮崎県障がい児福祉計画）の基本理念等

(1) 趣旨・目的

県では、これまで、障がい者や障がい児が自立した日常生活又は社会
生活を営むために必要な障害福祉サービス等が地域において計画的に提
供されるよう 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため、

」（ 。 「 」 。）の法律 平成１７年法律第１２３号 以下 障害者総合支援法 という
第８９条の規定に基づき、国の基本指針に即して、障がい福祉計画を策
定し、障がい者施策の推進を図ってきたところです。

平成２５年に施行された障害者総合支援法においては、障がい者等が
日常生活又は社会生活を営むための支援は、共生社会を実現するため、
社会参加の機会の確保及びどこで誰と生活するかについての選択の機会
が確保され、地域社会における共生を妨げられないこと並びに社会的障
壁の除去に資することを旨として、総合的かつ計画的に行わなければな
らないことを基本理念として掲げるとともに、障害福祉サービスの対象
となる障がい者の範囲の見直し等が行われました。

また、平成２８年に公布された「障害者の日常生活及び社会生活を総
合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律」によ
り、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）に障害児福祉計画の策定
が義務付けられました。

本計画は、第 期計画の計画期間（令和 年度～令和 年度）が満了６ ３ ５
することに伴い、こうした障害者総合支援法及び児童福祉法の改正やこ
れまでの計画の実績及び地域の実情等を踏まえて新たな目標等を定め、
障害福祉サービス等を提供するための体制の確保等が計画的に図られる
ようにすることを目的として、第 期宮崎県障がい福祉計画及び第 期７ ３
宮崎県障がい児福祉計画を一体として策定します。

(2) 基本理念・目標

この計画は、宮崎県障がい者計画（ 年３月策定）における障害令和６
福祉サービスの整備等に係る実施計画として位置付けています。
したがって、本県においては、障害者総合支援法及び児童福祉法の趣

旨を十分に踏まえながら、宮崎県障がい者計画に基づく基本理念・目標
を設定します。

「障がいのあるなしによって分け隔てられることなく、地域でと
もに生きる社会づくり」

この計画では、障がいの有無によって分け隔てられることなく、誰も
が基本的人権を享有するかけがえのない個人として、人情味にあふれ、
ぬくもりのある県民性を生かしてお互いに人格と個性を尊重し合い、身
近な地域でともに支え合いながら、心ゆたかに生活できる共生社会を創
ることを基本目標とします。



(3) 県障がい福祉計画の期間及び見直しの時期

計画期間： 年度（ 年 4月）から 年度（ 年 3月）まで令和６ 2024 令和８ 2027

なお、計画に盛り込んだ目標等については、定期的に実績を把握し、障がい者

施策や関連施策の動向も踏まえながら分析及び評価を行い、必要に応じて計画期

間中に計画を見直すこととします。

(4) 区域の設定

指定障害福祉サービス、指定地域相談支援、指定計画相談支援及び障害児支援

の種類ごとの量の見込みを定める単位となる区域については、宮崎県障がい者計

画において設定している障がい保健福祉圏域とします。

障 が い 保 健 市 町 村 人 口（人）

( 年４月１日現在)福 祉 圏 域 令和５

４２２，０８１宮 崎 東 諸 県 宮崎市、国富町、綾町

１市２町

６４，１７１日 南 串 間 日南市、串間市

２市

１８３，０３７都 城 北 諸 県 都城市、三股町

１市１町

６６，７８２西 諸 県 小林市、えびの市、高原町

２市１町

９２，９６０西 都 児 湯 西都市 高鍋町 新富町 西米良村 木、 、 、 、

１市５町１村 城町、川南町、都農町

８２，７８８日 向 入 郷 日向市、門川町、諸塚村、椎葉村、

１市２町２村 美郷町

１３１，２１８宮 崎 県 北 部 延岡市、高千穂町、日之影町、

１市３町 五ヶ瀬町

１，０４３，０３７計 （７圏域、２６市町村「９市 １４町 ３村 ）」

※人口の計は市町村の積み上げ人口であり、宮崎県の推計人口（ 人）とは一致していません。1,043,672

2
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２ 年度（ 年 3月末）の数値目標の設定令和８ 2027

(1) 福祉施設の入所者の地域生活への移行

《数値目標》
事 項 目標値 備 考

現入所者数(A) 人 年度末時点の数１，６０２ 令和４

目標年度入所者数(B) 人 年度末時点（※）の見込み数１，５２２ 令和８

削減見込み目標値(C) (A)－(B)の値８０人

地域移行目標数 施設入所からグループホーム等への９６人

移行者数

※ 年 3月末時点2027

《取組方法等》

① 施設等から地域生活への移行の推進

共生社会の実現に寄与することを目指し、地域における居住の場としての

グループホームの充実を図るとともに、障害福祉サービス等の推進や地域自

立支援協議会等を活用した地域における支援体制づくりを進めていくことに

より、入所等から地域生活への移行を推進します。

また、施設や指定相談支援事業者等の関係機関と連携し、地域生活移行の

趣旨に関する説明や啓発を行っていくとともに、サービス等利用計画の作成

を通じて明らかとなった利用者のニーズを踏まえて、地域生活移行に向けた

個別支援計画の充実及び地域相談支援の利用促進を図ります。

② 社会参加の促進

・ 情報伝達（コミュニケーション）手段の確保のため、障がい者への情報

提供の充実、点訳・朗読奉仕員の養成、手話通訳者・要約筆記者の養成・

派遣などを行います。

・ 重度の視覚障がい等のある人の外出する機会を確保するため、ガイドヘ

ルパーの質の向上に努めます。また、盲導犬等の身体障がい者補助犬の給

付等に取り組むとともに、公共施設や民間施設などにおける身体障がい者

補助犬の受け入れに関する普及啓発を行います。

・ 盲ろう者の社会参加を促進するため、コミュニケーション支援及び移動

介助の技術を習得した通訳・介助員の養成・派遣を行います。

《各年度の指定障害者支援施設の必要入所定員総数》
《数値目標》

年度 年度 年度令和６ 令和７ 令和８

（ 年 3月末） （ 年 3月末） （ 年 3月末）2025 2026 2027

人分必要入所定員総数 1,574 1,548人分 人分 1,522



4

(2) 精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築

《数値目標》

事 項 目標値 考え方

令和元年３月の精神病床からの退退院後１年以内 令和元年度 320.1 日

院者の平均生活日数の地域における （2019 年度）

令和８年３月の精神病床からの退生活日数の平均 令和８年度 325.3 日

院者の平均生活日数（2026 年度）

に入院した患者の入院入院後３か月時 年度 ％令和元 57.1 令和元年３月

後３か月時点の退院率点の退院率 ( 年度)2019

に入院した患者の入院令和８ 68.9年度 ％ 令和８年３月

後３か月時点の退院率( 年度)2026

に入院した患者の入院入院後６か月時 年度 ％令和元 74.3 令和元年３月

後６か月時点の退院率点の退院率 ( 年度)2019

に入院した患者の入院令和８ 84.5年度 ％ 令和８年３月

後６か月時点の退院率( 年度)2026

に入院した患者の入院入院後１年時点 年度 ％令和元 82.8 令和元年３月

後１年時点の退院率の退院率 ( 年度)2019

に入院した患者の入院令和８ 91.0年度 ％ 令和８年３月

後１年時点の退院率( 年度)2026

時点の１年以上の長期入院入院期間１年以 年度令和４ 65 歳未満 令和４年

患者数上の長期入院患 人( )2022 年 799

65 歳以上者数の減少

（入院患者数） 人2,622

年度末時点の１年以上の長期令和８年度 65 歳未満 令和８

入院患者数( )2023 年度末 625 人

（国の推計式により設定）65 歳以上

人1,664

《取組方法等》
① 地域移行・地域定着の推進

「 」・ 障がい保健福祉圏域に設置している 精神障がい者地域移行支援協議会
と、県レベルの協議の場として設置している「宮崎県障がい者自立支援協
議会精神障がい者部会」が重層的に連携し、精神障がい者が地域の一員と
して安心して自分らしく暮らすことができるよう、保健・医療・福祉等に
よる支援体制の構築に努めます。

・ 入院後できる限り早い段階から、精神障がい者の意向等を踏まえて、市
町村や障がい福祉サービス事業所と連携した退院支援が行われるよう、病
院スタッフへの理解・促進を図ります。
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・ 精神障がい者が、自らの疾患や病状について正しく理解し、退院に向け
た意欲を持てるよう 病院スタッフの働きかけとともに ピアサポート 当、 、 （
事者による支援）の活用などによる退院支援を促進します。

・ 精神障がい者の地域生活への移行及び地域定着に向けた適切な支援体制
を確保するため、精神保健福祉医療分野に限らず、支援に従事する者等に
対する研修を行います。

② 地域生活の支援
・ 退院後の精神障がい者が、地域で福祉サービスを受けながら適切な医療
を受け、安心して地域生活を送ることができるよう、医療機関と連携して
病状の悪化や再発に迅速かつ適切に対応する等の体制整備に努めます。

・ 高齢者の地域生活への移行に当たっては、介護保険制度による対応も考
慮し、地域包括支援センター等関係機関との連携を図ります。

・ アルコール、薬物及びギャンブル等をはじめとする依存症対策について
は、地域の様々な関係機関と連携しながら、依存症に対する誤解及び偏見
を解消するための関係職員に対する研修や、相談機関及び医療機関の周知
等に取り組みます。

・ 地域生活を支える支援団体・当事者団体の育成や組織化を図るため、宮
崎県精神保健福祉連絡協議会を通じて、家族会や断酒会等への支援を行い
ます。

の充実(3) 地域生活支援

《数値目標》

事 項 目標値 備 考

地域生活支援拠点等の設置 年度末 までに全全市町村 令和８ ( 年 月末2027 3 ）

数 市町村に設置市町村 に設置

地域生活支援拠点等の機能

年１回以上の充実に向けた運用状況の

検証及び検討の実施回数

《取組方法等》

地域生活支援拠点等の整備については、地域レベルでの取組の基礎とするた

め、各市町村又は各圏域において、地域の課題に応じてどのような機能をどれ

だけ整備していくかについて、利用者の障害福祉サービス等のニーズ、既存の

障害福祉サービス等の整備状況、基幹相談支援センターの設置の有無等各地域

における個別の状況に応じ、地域自立支援協議会等の場を通じた検討を進めて

いきます。

また、県では、地域生活支援拠点等の整備に向け、市町村等に対して研修会
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等を継続して開催するとともに基幹相談支援センターの相談支援専門員等で構

成するアドバイザー派遣等の支援を行います。

さらに、障害者やその家族等の生活を地域全体で支える中核としての役割を

担うに相応しい体制を整備する必要があるため、地域生活支援拠点等が整備さ

れた後も、地域のニーズや課題に応えられているか、機能の水準や充足状況は

十分であるかについて継続的に検証及び検討を行います。

(4) 福祉施設から一般就労への移行等

《数値目標》

事 項 基準値 目標値

（ 年度末） （ 年度末）Ｒ３ Ｒ８

（ 年 3月末） （20 年 3月末）2022 27

① 年間一般就労移行者数 人 人２０２ ２５８

１３８人 １８０人② 就労移行支援事業の年間一般就労移行

者数

７０人 ９０人③ 就労継続支援Ａ型事業の年間一般就労

移行者数

７６人 ９７人④ 就労継続支援Ｂ型事業の年間一般就労

移行者数

⑤ 就労定着支援事業の利用者数 １０６人 １４９人

⑥ 就労移行支援事業利用終了者に占める （新設） 全事業所の５割

一般就労への移行者の割合が５割以上の就 以上

労移行支援事業所数

⑦ 就労定着率が７割以上の就労定着支援 (新設） 全事業所の２割

事業所数 ５分以上

《活動指標》

事 項 数 値

人① 福祉施設から一般就労へ移行する者のうち 障害者に対 ２１、

する職業訓練の受講者数

人② 福祉施設から公共職業安定所へ誘導した福祉施設利用 ４００

者数

人③ 福祉施設から障害者就業・生活支援センターへ誘導した １００

福祉施設利用者数

人④ 福祉施設利用者のうち 公共職業安定所の支援を受けて、 ２００

一般就労する者の数
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《取組方法等》

◎ 一般就労支援施策の充実

① 普及啓発の推進

障がい者の雇用に関する理解を深めるため、障がい者雇用コーディネー

ターや特別支援学校職員及び自立支援推進員等による事業所訪問など、関

、 。係機関と連携しながら あらゆる機会をとらえて普及啓発に取り組みます

また、毎年９月 「障がい者雇用支援月間」 、宮崎労働局や独立行の には

政法人高齢･障害･求職者雇用支援機構宮崎支部と連携して、障がい者雇用

優良事業所及び優秀勤労障がい者の表彰式を開催するとともに、企業向け

セミナーの開催や啓発資料の作成・配布など、企業や一般県民に対する普

及啓発を推進します。

② 求人開拓や就職相談、職場定着指導の推進

一般就労を希望する障がい者の就職活動を支援するため、公共職業安定

所などの関係機関と連携しながら、障害者就業・生活支援センターによる

求人開拓や就職相談、職場定着指導を行います。

また、特別支援学校の一般就労希望者に対しては特別支援学校職員及び

自立支援推進員による産業現場等における実習及び就職先の開拓や就職後

の職場定着支援を行います。

③ 障がい者の態様に応じたきめ細かで多様な職業訓練等の推進

・ 企業や民間教育訓練機関等に委託して効果的な職業訓練の実施や在宅

就労を希望する障がい者に対する支援など、障がい者の態様に応じた多

様な職業訓練を推進します。

・ 関係機関とも連携を図り、就職（一般就労）を希望する障がい者につ

いては、その障がいの特性に応じたきめ細かな職業訓練を支援します。

④ 在宅障がい者への就労支援

上記③の職業訓練のほかにも、通勤困難な障がい者の在宅での一般就労

を支援するため、インターネットを活用した在宅での研修を実施します。

⑤ 就職機会の拡大

障がい者の就職機会の増大を図るため、就職を希望する障がい者と求人

事業所による就職合同面接会を、公共職業安定所と協力して開催します。

⑥ 障がい者福祉施設における就労系サービスの充実



・ 障がい者の一般就労を促進するために就労系サービス（就労移行支援

事業、就労継続支援事業）の充実を図り、必要な訓練、企業における実

習、職場開拓、職場定着のための支援などを実施します。

・ また、就労定着支援事業の整備により、就労に伴う環境の変化に伴う

生活面の課題を解決するための支援を実施します。

⑦ 特別支援教育における取組の推進

特別な教育的支援が必要な子どもの将来の自立と社会参加に向けて、キ

ャリア教育を推進するとともに一般就労を目指して、知識・技能やコミュ

ニケーション能力・社会性が向上するよう子どもの発達段階に応じた体験

的な活動や作業学習、職場見学・産業現場等における実習など職業教育の

充実を図ります。

⑧ 関係機関との連携強化

労働・福祉・教育の各分野の行政機関や企業・事業所、障がい者就労支

援機関、障がい者福祉施設、学校、障がい者団体等で構成する「宮崎県障

がい者雇用促進協議会」を設置しており、障がい者の就労促進のための施

策等について検討を行い、官民一体となってその推進を図ります。

◎ 一般就労が困難な障がい者への就労支援

一般就労することが困難な障がい者に対し、就労継続支援事業や地域

生活支援センター等を通して、就労の機会や生産活動の機会の提供を行う

とともに、その内容の充実を図ります。

また、障がい者の工賃向上を図るため、農福連携の推進や経営の専門家に

よる事業所に対する個別指導、研修会の開催、事業所製品の共同販売の実

施などに取り組みます。
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(5) 障がい児支援の提供体制の整備等

《数値目標》

事 項 基準値 目標値 備 考

（R４年度末） （R８年度末）

（2023 年 3 月末） （2027 年 3 月末）

令和 年度末までに児童発達支援センタ １４箇所 １６箇所 ８

各圏域又は各市町村ーの数

に少なくとも１箇所

以上設置

令和 年度末までに全保育所等訪問支援事 ４７箇所 ５７箇所 ８

市町において保育所等業所の数

訪問支援を利用できる

体制を構築

令和 年度末までに主に重症心身障がい 児童発達支援 児童発達支援事業所 ８

各圏域又は各市町村児を支援する児童発 １０箇所 １２箇所

に少なくとも１箇所達支援事業所及び放 放課後等デイサービス 放課後等デイサービス

以上確保課後等デイサービス １１箇所 １３箇所

事業所の数

令和 年度末までに医療的ケア児 協 議 の 県 １箇所 県 １箇所 ８

県 各圏域及び各市町支援のための 場 、

村において 医療的ケ協議の場の設 市町村 ２１箇所 市町村２６箇所 、

ア児支援のための関置及びコーデ （圏域設置を含む） 圏域設置を含む（ ）

係機関の協議の場のィネーターの 県 １箇所 県 １箇所コーデ

設置及び医療的ケア児配置人数 ィ ネ ー （利用的ケア児 （医療的ケア児

等に関するコーディタ ー 配 支援センター） 支援センター）

ネーターを配置置人数

市町村１０箇所 市町村２６箇所

（ ）（圏域設置を含む） 圏域設置を含む

《取組方法等》

機能強化① 地域の中核的機能を持った児童発達支援センターの

児童発達支援センターを 地域の障がい児の健全な発達において中核的な役、

割を果たす機関として位置づけ 市町村と緊密な連携を図り 障がい児の発達、 、

支援や家族の支援 地域の障害児通所支援事業所等への指導・助言・職員の研、

修など 地域の障がい児の健全な発達において中核的な役割を果たす機関とし、

ての機能強化を図り 児童に適したより手厚い療育を提供できる体制を整備し、

ます。
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② 障がい児の地域社会への参加・包容（インクルージョン）推進体制の整備

児童発達支援センターが 保育所や認定こども園 放課後児童健全育成事業、 、

（ ）、 、 （ 「 」放課後児童クラブ 幼稚園 小学校及び特別支援学校等 以下 保育所等

という ）に対し、障がい児及び家族の支援に関する専門的支援や助言を行う。

など 専門的機能強化を図り 地域におけるインクルージョン推進の中核機関、 、

としての整備に努めます。

、 、また、保育所等との協働を推進するため 保育所等訪問支援などを活用し

（ ）関係各機関と協力して 障害児の地域社会への参加・包容 インクルージョン、

を推進する体制を構築を図ります。

③ 難聴児支援のための中核的機能を有する体制の構築

新生児聴覚検査から療保育 保健医療 教育等の関係機関と連携しながら、 、 、

育につなげる連携体制の構築に向けた取組を進め 令和８年度末までに難聴児、

難聴児及びその家族への切れ支援のための中核的機能を有する体制を確保し、

目のない支援の充実を図ります。

④ 事業所の専門的機能強化のための支援

事業所の看護師等を対象とした研修を実施するなど 重症心身障がい児や医、

療的ケア児支援に当たる職員の知識及び技術の高度化を推進するとともに 市、

町村と連携して地域における課題の整理や地域資源の開発等を進め 専門的機、

能を持った事業所の充実を図ります。

⑤ 医療的ケア児支援のための協議の場の設置及びコーディネーターの配置

医療的ケア児が 心身の状況に応じて保健 医療 障がい福祉 保育 教育、 、 、 、 、

等の各分野の必要な支援を受けられるよう 各関係機関による協議の場を設置、

し 各関連分野が共通の理解に基づき協働する 総合的な支援体制の構築を図、 、

ります。

、 、 、 、また 医療的ケア児が適切な支援を受けられるよう 保健所 病院・診療所

訪問看護ステーション 保育所 学校等の各関係機関の支援を調整する相談支、 、

援専門員等をコーディネーターとして養成し 各圏域での配置を、各市町村又は

目指します。

⑥ 障害児入所施設からの移行調整に係る協議の場を設置

障害児入所施設に入所している児童が１８歳以降、大人にふさわしい環境

へ円滑に移行できるように 移行調整の責任主体を明確化し 市町村 障害児、 、 、

入所施設等の関係者と連携し 移行調整に係る協議の場を設置し 移行調整及、 、

び地域資源の整備等に関する総合的な調整を行っていきます。
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(6) 相談支援体制の充実・強化等

《数値目標》

備考事 項 目標値

(Ｒ８年度末)

(2027 年 3 月末)

基幹相談支援センターを設置する 全市町村に設置 （新規）

市町村数

基幹相談支援センターにおける主 ３６人 （新規）

任相談支援専門員の配置数

地域の相談支援事業所への訪問に ２，８５８件 （新規）

よる助言指導数

地域の相談機関との連携強化の取 １８４回 （新規）

組の実施回数

個別事例の支援内容の検証の実施 １００回 （新規）

回数

地域自立支援協議会を設置する市 全市町村に設置

町村数

協議会における相談支援事業所の ８６回 （新規）

参画による事例検討実施回数

協議会への参加事業者（機関）数 ８０１箇所 （新規）

協議会の専門部会の設置数 ５８部会 （新規）

協議会の専門部会の実施回数 ２９０回 （新規）

《取組方法等》

地域における相談支援の中核機関共生社会の実現に寄与することを目指して、

である基幹相談支援センターの設置促進・機能強化等を図るとともに、障がい者等

への支援体制の整備を図るため、関係機関等の有機的な連携の下で地域の課題改善

市町村等に対して、に取り組む場である地域自立支援協議会の活性化を図るため、

相談支援専門員等で構成するアドバイザー派遣等の支援を行う。主任

(7) 障害福祉サービス等の質の向上

《数値目標》

事 項 目標値 備 考

指導監査結果の関係市町村 全市町村と

との共有 共有
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《数値目標》

事 項 目標値 備考

（ ）相談支援 初任者研修修了者数 １２０人 新規

（ ）従事者研 現任研修修了者数 １２０人 新規

（ ）修 主任相談支援専門員研修修了者数 １０人 新規

（ ）サービス 基礎研修修了者数 ２２０人 新規

（ ）管理責任 実践研修修了者数 １１０人 新規

（ ）者等研修 更新研修修了者数 １８０人 新規

専門コー 実施回数 年１回 （新規）

ス別研修 修了者数 １００人 （新規）

《取組方法等》

県の指導監査結果を関係市町村と共有することで 適正な運営を行っている事業、

所の確保を図ります。

障がい者を取り巻く課題の解決や適切なサービス利用に向けたケアマネジメン

トによりきめ細かな支援を行うため 相談支援専門員 主任相談支援専門員 サー、 、 、

ビス管理責任者及び児童発達支援管理責任者の養成研修を実施し 人材の確保・育、

成を図ります。
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３ 指定障害福祉サービス 指定地域相談支援 指定計画相談支援及び障害児支援の必、 、

要見込量並びにその確保のための方策

(1) 指定障害福祉サービス 指定地域相談支援 指定計画相談支援及び障害児支援の、 、

種類ごとの必要な量の見込み

《数値目標》 障がい保健福祉圏域名；県内全域

○訪問系サービス

区分 年度 年度 年度令和６ 令和７ 令和８

（ 年 3月末） （ 年 3月末） （ 年 3月末）2025 2026 2027

居宅介護 42,397 時間分 44,442 時間分 46,789 時間分

1884 人 1,977 人 2,077 人

重度訪問介護 時間分 時間分 時間分19,226 21,621 24,741

人 人 人76 86 100

同行援護 時間分 時間分 時間分12,849 13,350 13,855

人 人 人440 458 475

行動援護 時間分 時間分 時間分796 847 920

人 人 人27 31 37

重度障害者等包括支援 時間分 時間分 時間分1,088 1,100 1,552

人 人 人5 5 7

○日中活動系サービス

区分 年度 年度 年度令和６ 令和７ 令和８

（ 年 3月末） （ 年 3月末） （ 年 3月末）2025 2026 2027

生活介護 69,186 人日分 70,550 人日分 71,968 人日分

3,457 人 3,519 人 3,584 人

自立訓練（機能訓練 ） 859 人日分 993 人日分 1,105 人日分）

52 人 59 人 65 人

就労選択支援 人 人 人556 589 621

自立訓練（生活訓練） 3,415 人日分 3,749 人日分 4,012 人日分

225 人 239 人 253 人

就労移行支援 9,276 人日分 10,040 人日分 11,021 人日分

492 人 530 人 580 人

就労継続支援（Ａ型） 22,103 人日分 23,606 人日分 25,086 人日分

1,068 人 1,134 人 1,200 人

就労継続支援（Ｂ型） 69,456 人日分 72,807 人日分 76,140 人日分

3,297 人 3,454 人 3,611 人

就労定着支援 138 人 160 人 188 人
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療養介護 305 人 309 人 314 人

短期入所（福祉型） 5,053 人日分 5,372 人日分 5,656 人日分

719 人 750 人 776 人

短期入所（医療型） 691 人日分 737 人日分 785 人日分

108 人 122 人 130 人

○居住系サービス

区分 年度 年度 年度令和６ 令和７ 令和８

（ 年 3月末） （ 年 3月末） （ 年 3月末）2025 2026 2027

自立生活援助 55 人 66 人 78 人

共同生活援助 1,618 人 1,735 人 1,861 人

施設入所支援 1,640 人 1,622 人 1,605 人

地域生活支援拠点等 24 箇所 27 箇所 32 箇所

27 回 28 回 32 回（設置箇所数と検証・検討の実施回数）

○相談支援

区分 年度 年度 年度令和６ 令和７ 令和８

（ 年 3月末） （ 年 3月末） （ 年 3月末）2025 2026 2027

計画相談支援 3,825 人 4,073 人 4,336 人

地域移行支援 34 人 41 人 50 人

地域定着支援 96 人 107 人 119 人

○障害児通所支援・障害児入所支援・障害児相談支援等

区分 年度 年度 年度令和６ 令和７ 令和８

（ 年 3月末） （ 年 3月末） （ 年 3月末）2025 2026 2027

児童発達支援 18,809 人日分 20,742 人日分 22,853 人日分

1,449 人 1,597 人 1,802 人

放課後等デイサービス 62,102 人日分 65,600 人日分 69,020 人日分

3,281 人 3,456 人 3,625 人

保育所等訪問支援 1,527 人日分 1,773 人日分 2,038 人日分

475 人 527 人 584 人

居宅訪問型児童発達支援 149 人日分 156 人日分 164 人日分

10 人 12 人 14 人

福祉型児童入所支援 108 人 108 人 108 人

医療型児童入所支援 41 人 41 人 41 人

障害児相談支援 2,196 人 2,376 人 2,572 人
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医療的ケア児に対する関連分野

21 箇所 22 箇所 26 箇所の支援を調整するコーディネー

市町村数ターの配置

○精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築

区分 年度 年度 年度令和６ 令和７ 令和８

（ 年 3月末） （ 年 3月末） （ 年 3月末）2025 2026 2027

28 人 34 人 40 人精神障がい者の地域移行支援

65 人 78 人 95 人精神障がい者の地域定着支援

558 人 621 人 688 人精神障がい者の共同生活援助

62 人 71 人 88 人精神障がい者の自立生活援助

148 人 177 人 215 人精神障がい者の自立訓練(生活訓練)

186 人 186 人 186 人精神病床からの退院後の 在宅

11 人 11 人 11 人行き先別の退院患者 障害福祉施設

※ 人日分＝（月間の利用人員数）×（１人１月当たりの平均利用日数）

※ 上記の数値は１月当たりの必要見込量
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《数値目標》 障がい保健福祉圏域名；宮崎東諸県

○訪問系サービス

区分 年度 年度 年度令和６ 令和７ 令和８

（ 年 3月末） （ 年 3月末） （ 年 3月末）2025 2026 2027

居宅介護 21,911 時間分 23,209 時間分 24,625 時間分

803 人 851 人 902 人

重度訪問介護 時間分 時間分 時間分11,321 13,315 15,643

人 人 人38 45 53

同行援護 時間分 時間分 時間分6,059 6,231 6,408

人 人 人212 218 224

行動援護 時間分 時間分 時間分106 124 148

人 人 人5 6 8

重度障害者等包括支援 時間分 時間分 時間分48 60 60

人 人 人1 1 1

○日中活動系サービス

区分 年度 年度 年度令和６ 令和７ 令和８

（ 年 3月末） （ 年 3月末） （ 年 3月末）2025 2026 2027

生活介護 21,971 人日分 22,294 人日分 22,617 人日分

1,142 人 1,159 人 1,176 人

自立訓練（機能訓練） 366 人日分 380 人日分 394 人日分

26 人 27 人 28 人

就労選択支援 人 人 人128 135 143

自立訓練（生活訓練） 1,228 人日分 1,228 人日分 1,228 人日分

93 人 93 人 93 人

就労移行支援 4,261 人日分 4,369 人日分 4,518 人日分

240 人 246 人 253 人

就労継続支援（Ａ型） 10,474 人日分 10,941 人日分 11,426 人日分

572 人 598 人 625 人

就労継続支援（Ｂ型） 17,981 人日分 18,469 人日分 18,973 人日分

1,058 人 1,087 人 1,117 人

就労定着支援 55 人 65 人 77 人

療養介護 93 人 93 人 93 人

短期入所（福祉型） 1,963 人日分 1,963 人日分 1,963 人日分

288 人 288 人 288 人

短期入所（医療型） 366 人日分 388 人日分 410 人日分

66 人 70 人 74 人
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○居住系サービス

区分 年度 年度 年度令和６ 令和７ 令和８

（ 年 3月末） （ 年 3月末） （ 年 3月末）2025 2026 2027

自立生活援助 14 人 16 人 18 人

共同生活援助 394 人 435 人 479 人

施設入所支援 465 人 463 人 461 人

地域生活支援拠点等 3 箇所 3 箇所 3 箇所

5 回 5 回 5 回（設置箇所数と検証・検討の実施回数）

○相談支援

区分 年度 年度 年度令和６ 令和７ 令和８

（ 年 3月末） （ 年 3月末） （ 年 3月末）2025 2026 2027

計画相談支援 1,322 人 1,448 人 1,587 人

地域移行支援 5 人 8 人 11 人

地域定着支援 45 人 49 人 53 人

○障害児通所支援・障害児入所支援・障害児相談支援等

区分 年度 年度 年度令和６ 令和７ 令和８

（ 年 3月末） （ 年 3月末） （ 年 3月末）2025 2026 2027

児童発達支援 4,184 人日分 4,910 人日分 5,753 人日分

484 人 565 人 701 人

放課後等デイサービス 16,525 人日分 17,016 人日分 17,534 人日分

1,280 人 1,316 人 1,354 人

保育所等訪問支援 90 人日分 114 人日分 138 人日分

37 人 45 人 53 人

居宅訪問型児童発達支援 10 人日分 15 人日分 20 人日分

2 人 3 人 4 人

福祉型児童入所支援 45 人 45 人 45 人

医療型児童入所支援 17 人 17 人 17 人

障害児相談支援 499 人 566 人 644 人

医療的ケア児に対する関連分野

3 箇所 3 箇所 3 箇所の支援を調整するコーディネー

ターの配置 数市町村
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○精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築

区分 年度 年度 年度令和６ 令和７ 令和８

（ 年 3月末） （ 年 3月末） （ 年 3月末）2025 2026 2027

4 人 4 人 3 人精神障がい者の地域移行支援

35 人 42 人 51 人精神障がい者の地域定着支援

224 人 251 人 280 人精神障がい者の共同生活援助

31 人 34 人 38 人精神障がい者の自立生活援助

93 人 115 人 142 人精神障がい者の自立訓練(生活訓練)

※ 人日分＝（月間の利用人員数）×（１人１月当たりの平均利用日数）

※ 上記の数値は１月当たりの必要見込量
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《数値目標》 障がい保健福祉圏域名；日南串間

○訪問系サービス

区分 年度 年度 年度令和６ 令和７ 令和８

（ 年 3月末） （ 年 3月末） （ 年 3月末）2025 2026 2027

居宅介護 370 時間分 400 時間分 430 時間分

37 人 40 人 43 人

重度訪問介護 時間分 時間分 時間分280 350 500

人 人 人4 5 7

同行援護 時間分 時間分 時間分480 570 660

人 人 人16 19 22

行動援護 時間分 時間分 時間分10 20 30

人 人 人1 2 3

重度障害者等包括支援 時間分 時間分 時間分0 0 80

人 人 人0 0 1

○日中活動系サービス

区分 年度 年度 年度令和６ 令和７ 令和８

（ 年 3月末） （ 年 3月末） （ 年 3月末）2025 2026 2027

生活介護 5,124 人日分 5,295 人日分 5,466 人日分

237 人 245 人 253 人

自立訓練（機能訓練） 66 人日分 66 人日分 66 人日分

3 人 3 人 3 人

就労選択支援 人 人 人1 1 2

自立訓練（生活訓練） 268 人日分 322 人日分 380 人日分

14 人 17 人 21 人

就労移行支援 340 人日分 380 人日分 480 人日分

17 人 19 人 24 人

就労継続支援（Ａ型） 820 人日分 898 人日分 976 人日分

43 人 47 人 51 人

就労継続支援（Ｂ型） 4,819 人日分 5,014 人日分 5,189 人日分

244 人 254 人 263 人

就労定着支援 4 人 6 人 8 人

療養介護 34 人 37 人 40 人

短期入所（福祉型） 150 人日分 184 人日分 228 人日分

18 人 22 人 27 人

短期入所（医療型） 18 人日分 18 人日分 18 人日分

4 人 4 人 4 人
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○居住系サービス

区分 年度 年度 年度令和６ 令和７ 令和８

（ 年 3月末） （ 年 3月末） （ 年 3月末）2025 2026 2027

自立生活援助 14 人 16 人 18 人

共同生活援助 154 人 158 人 162 人

施設入所支援 153 人 151 人 149 人

地域生活支援拠点等 2 箇所 2 箇所 2 箇所

3 回 3 回 3 回（設置箇所数と検証・検討の実施回数）

○相談支援

区分 年度 年度 年度令和６ 令和７ 令和８

（ 年 3月末） （ 年 3月末） （ 年 3月末）2025 2026 2027

計画相談支援 150 人 158 人 167 人

地域移行支援 4 人 4 人 4 人

地域定着支援 2 人 2 人 2 人

○障害児通所支援・障害児入所支援・障害児相談支援等

区分 年度 年度 年度令和６ 令和７ 令和８

（ 年 3月末） （ 年 3月末） （ 年 3月末）2025 2026 2027

児童発達支援 840 人日分 960 人日分 1,095 人日分

56 人 64 人 73 人

放課後等デイサービス 2,558 人日分 2,692 人日分 2,791 人日分

153 人 158 人 164 人

保育所等訪問支援 59 人日分 68 人日分 78 人日分

15 人 18 人 22 人

居宅訪問型児童発達支援 17 人日分 17 人日分 17 人日分

2 人 2 人 2 人

福祉型児童入所支援 7 人 7 人 7 人

医療型児童入所支援 2 人 2 人 2 人

障害児相談支援 49 人 52 人 55 人

医療的ケア児に対する関連分野

1 箇所 1 箇所 1 箇所の支援を調整するコーディネー

ターの配置 数市町村
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○精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築

区分 年度 年度 年度令和６ 令和７ 令和８

（ 年 3月末） （ 年 3月末） （ 年 3月末）2025 2026 2027

4 人 4 人 5 人精神障がい者の地域移行支援

3 人 3 人 4 人精神障がい者の地域定着支援

53 人 55 人 56 人精神障がい者の共同生活援助

12 人 14 人 17 人精神障がい者の自立生活援助

6 人 7 人 9 人精神障がい者の自立訓練(生活訓練)

※ 人日分＝（月間の利用人員数）×（１人１月当たりの平均利用日数）

※ 上記の数値は１月当たりの必要見込量
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《数値目標》 障がい保健福祉圏域名；都城北諸県

○訪問系サービス

区分 年度 年度 年度令和６ 令和７ 令和８

（ 年 3月末） （ 年 3月末） （ 年 3月末）2025 2026 2027

居宅介護 6,816 時間分 7,032 時間分 7,248 時間分

426 人 446 人 469 人

重度訪問介護 時間分 時間分 時間分3292 3,353 3,417

人 人 人9 9 9

同行援護 時間分 時間分 時間分1,445 1,520 1,598

人 人 人53 55 56

行動援護 時間分 時間分 時間分523 526 530

人 人 人11 11 11

重度障害者等包括支援 時間分 時間分 時間分186 186 186

人 人 人1 1 1

○日中活動系サービス

区分 年度 年度 年度令和６ 令和７ 令和８

（ 年 3月末） （ 年 3月末） （ 年 3月末）2025 2026 2027

生活介護 12,865 人日分 13,256 人日分 13,629 人日分

572 人 585 人 597 人

自立訓練（機能訓練） 23 人日分 46 人日分 46 人日分

1 人 2 人 2 人

就労選択支援 人 人 人416 431 446

自立訓練（生活訓練） 642 人日分 675 人日分 710 人日分

38 人 39 人 40 人

就労移行支援 2,310 人日分 2,723 人日分 3,217 人日分

102 人 122 人 146 人

就労継続支援（Ａ型） 2,720 人日分 2,861 人日分 3,009 人日分

112 人 117 人 122 人

就労継続支援（Ｂ型） 12,435 人日分 13,359 人日分 14,291 人日分

522 人 562 人 602 人

就労定着支援 38 人 40 人 42 人

療養介護 52 人 52 人 52 人

短期入所（福祉型） 981 人日分 1,034 人日分 1,089 人日分

178 人 183 人 188 人

短期入所（医療型） 76 人日分 79 人日分 81 人日分

8 人 8 人 8 人
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○居住系サービス

区分 年度 年度 年度令和６ 令和７ 令和８

（ 年 3月末） （ 年 3月末） （ 年 3月末）2025 2026 2027

自立生活援助 0 人 0 人 1 人

共同生活援助 278 人 308 人 338 人

施設入所支援 248 人 242 人 236 人

地域生活支援拠点等 箇所 箇所 箇所2 2 2

回 回 回（設置箇所数と検証・検討の実施回数） 3 3 3

○相談支援

区分 年度 年度 年度令和６ 令和７ 令和８

（ 年 3月末） （ 年 3月末） （ 年 3月末）2025 2026 2027

計画相談支援 740 人 775 人 810 人

地域移行支援 3 人 3 人 3 人

地域定着支援 29 人 30 人 31 人

○障害児通所支援・障害児入所支援・障害児相談支援等

区分 年度 年度 年度令和６ 令和７ 令和８

（ 年 3月末） （ 年 3月末） （ 年 3月末）2025 2026 2027

児童発達支援 4,062 人日分 4,400 人日分 4,775 人日分

370 人 389 人 408 人

放課後等デイサービス 13,634 人日分 14,959 人日分 16,223 人日分

821 人 880 人 930 人

保育所等訪問支援 844 人日分 956 人日分 1,084 人日分

239 人 253 人 268 人

居宅訪問型児童発達支援 0 人日分 0 人日分 3 人日分

0 人 0 人 1 人

福祉型児童入所支援 20 人 20 人 20 人

医療型児童入所支援 7 人 7 人 ７ 人

障害児相談支援 515 人 543 人 572 人

医療的ケア児に対する関連分野

2 箇所 2 箇所 2 箇所の支援を調整するコーディネー

ターの配置 数市町村
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○精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築

区分 年度 年度 年度令和６ 令和７ 令和８

（ 年 3月末） （ 年 3月末） （ 年 3月末）2025 2026 2027

2 人 2 人 2 人精神障がい者の地域移行支援

13 人 13 人 13 人精神障がい者の地域定着支援

101 人 121 人 141 人精神障がい者の共同生活援助

1 人 1 人 2 人精神障がい者の自立生活援助

17 人 18 人 19 人精神障がい者の自立訓練(生活訓練)

※ 人日分＝（月間の利用人員数）×（１人１月当たりの平均利用日数）

※ 上記の数値は１月当たりの必要見込量
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《数値目標》 障がい保健福祉圏域名；西諸県

○訪問系サービス

区分 年度 年度 年度令和６ 令和７ 令和８

（ 年 3月末） （ 年 3月末） （ 年 3月末）2025 2026 2027

居宅介護 2,849 時間分 3,030 時間分 3,212 時間分

68 人 71 人 74 人

重度訪問介護 時間分 時間分 時間分1,296 1,536 1,792

人 人 人8 9 10

同行援護 時間分 時間分 時間分209 249 289

人 人 人12 14 16

行動援護 時間分 時間分 時間分36 56 76

人 人 人4 6 8

重度障害者等包括支援 時間分 時間分 時間分0 0 0

人 人 人0 0 0

○日中活動系サービス

区分 年度 年度 年度令和６ 令和７ 令和８

（ 年 3月末） （ 年 3月末） （ 年 3月末）2025 2026 2027

生活介護 5,734 人日分 5,774 人日分 5,814 人日分

302 人 304 人 306 人

自立訓練（機能訓練） 63 人日分 83 人日分 103 人日分

3 人 4 人 5 人

就労選択支援 人 人 人0 1 2

自立訓練（生活訓練） 453 人日分 528 人日分 618 人日分

24 人 28 人 32 人

就労移行支援 578 人日分 655 人日分 750 人日分

33 人 36 人 42 人

就労継続支援（Ａ型） 2348 人日分 2,643 人日分 2,933 人日分

34 人 40 人 46 人

就労継続支援（Ｂ型） 12,302 人日分 12,840 人日分 13,378 人日分

257 人 269 人 281 人

就労定着支援 6 人 7 人 8 人

療養介護 16 人 17 人 18 人

短期入所（福祉型） 497 人日分 530 人日分 530 人日分

61 人 65 人 65 人

短期入所（医療型） 12 人日分 12 人日分 12 人日分

1 人 1 人 1 人



26

○居住系サービス

区分 年度 年度 年度令和６ 令和７ 令和８

（ 年 3月末） （ 年 3月末） （ 年 3月末）2025 2026 2027

自立生活援助 1 人 1 人 1 人

共同生活援助 164 人 174 人 183 人

施設入所支援 171 人 174 人 177 人

地域生活支援拠点等 2 箇所 2 箇所 2 箇所

2 回 2 回 2 回（設置箇所数と検証・検討の実施回数）

○相談支援

区分 年度 年度 年度令和６ 令和７ 令和８

（ 年 3月末） （ 年 3月末） （ 年 3月末）2025 2026 2027

計画相談支援 392 人 415 人 438 人

地域移行支援 4 人 4 人 4 人

地域定着支援 4 人 4 人 4 人

○障害児通所支援・障害児入所支援・障害児相談支援等

区分 年度 年度 年度令和６ 令和７ 令和８

（ 年 3月末） （ 年 3月末） （ 年 3月末）2025 2026 2027

児童発達支援 2,390 人日分 2,790 人日分 3,190 人日分

216 人 241 人 266 人

放課後等デイサービス 4,182 人日分 4,816 人日分 5,463 人日分

292 人 334 人 377 人

保育所等訪問支援 414 人日分 495 人日分 576 人日分

137 人 159 人 182 人

居宅訪問型児童発達支援 0 人日分 0 人日分 0 人日分

0 人 0 人 0 人

6 人 6 人 6 人福祉型児童入所支援

1 人 1 人 1 人医療型児童入所支援

障害児相談支援 268 人 308 人 351 人

医療的ケア児に対する関連分野

3 箇所 3 箇所 3 箇所の支援を調整するコーディネー

ターの配置 数市町村
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○精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築

区分 年度 年度 年度令和６ 令和７ 令和８

（ 年 3月末） （ 年 3月末） （ 年 3月末）2025 2026 2027

2 人 3 人 3 人精神障がい者の地域移行支援

2 人 3 人 3 人精神障がい者の地域定着支援

42 人 43 人 44 人精神障がい者の共同生活援助

2 人 2 人 3 人精神障がい者の自立生活援助

6 人 6 人 7 人精神障がい者の自立訓練(生活訓練)

※ 人日分＝（月間の利用人員数）×（１人１月当たりの平均利用日数）

※ 上記の数値は１月当たりの必要見込量
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《数値目標》 障がい保健福祉圏域名；西都児湯

○訪問系サービス

区分 年度 年度 年度令和６ 令和７ 令和８

（ 年 3月末） （ 年 3月末） （ 年 3月末）2025 2026 2027

居宅介護 2,131 時間分 2,216 時間分 2,295 時間分

163 人 170 人 176 人

重度訪問介護 時間分 時間分 時間分673 703 1,025

人 人 人8 9 12

同行援護 時間分 時間分 時間分1,339 1,426 1,513

人 人 人58 62 66

行動援護 時間分 時間分 時間分51 51 66

人 人 人4 4 5

重度障害者等包括支援 時間分 時間分 時間分400 400 772

人 人 人1 1 2

○日中活動系サービス

区分 年度 年度 年度令和６ 令和７ 令和８

（ 年 3月末） （ 年 3月末） （ 年 3月末）2025 2026 2027

生活介護 7,261 人日分 7,348 人日分 7,412 人日分

351 人 355 人 358 人

自立訓練（機能訓練） 160 人日分 183 人日分 229 人日分

7 人 8 人 10 人

就労選択支援 人 人 人7 13 18

自立訓練（生活訓練） 440 人日分 544 人日分 579 人日分

30 人 32 人 34 人

就労移行支援 1,080 人日分 1,156 人日分 1,233 人日分

57 人 61 人 65 人

就労継続支援（Ａ型） 2,694 人日分 2,855 人日分 2,980 人日分

136 人 143 人 149 人

就労継続支援（Ｂ型） 7,197 人日分 7,367 人日分 7,514 人日分

365 人 373 人 380 人

就労定着支援 19 人 21 人 28 人

療養介護 54 人 54 人 55 人

短期入所（福祉型） 354 人日分 389 人日分 410 人日分

52 人 57 人 60 人

短期入所（医療型） 188 人日分 209 人日分 230 人日分

27 人 30 人 33 人
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○居住系サービス

区分 年度 年度 年度令和６ 令和７ 令和８

（ 年 3月末） （ 年 3月末） （ 年 3月末）2025 2026 2027

自立生活援助 9 人 12 人 15 人

共同生活援助 214 人 225 人 241 人

施設入所支援 190 人 188 人 185 人

地域生活支援拠点等 3 箇所 4 箇所 6 箇所

3 回 4 回 7 回（設置箇所数と検証・検討の実施回数）

○相談支援

区分 年度 年度 年度令和６ 令和７ 令和８

（ 年 3月末） （ 年 3月末） （ 年 3月末）2025 2026 2027

計画相談支援 360 人 377 人 396 人

地域移行支援 7 人 8 人 9 人

地域定着支援 6 人 9 人 11 人

○障害児通所支援・障害児入所支援・障害児相談支援等

区分 年度 年度 年度令和６ 令和７ 令和８

（ 年 3月末） （ 年 3月末） （ 年 3月末）2025 2026 2027

児童発達支援 4,539 人日分 4,790 人日分 5,049 人日分

151 人 160 人 170 人

放課後等デイサービス 18,439 人日分 18,941 人日分 19,443 人日分

304 人 316 人 328 人

保育所等訪問支援 96 人日分 112 人日分 130 人日分

34 人 37 人 42 人

居宅訪問型児童発達支援 110 人日分 110 人日分 110 人日分

4 人 4 人 4 人

12 人 12 人 12 人福祉型児童入所支援

7 人 7 人 7 人医療型児童入所支援

障害児相談支援 134 人 140 人 147 人

医療的ケア児に対する関連分野

3 箇所 4 箇所 7 箇所の支援を調整するコーディネー

ターの配置 数市町村
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○精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築

区分 年度 年度 年度令和６ 令和７ 令和８

（ 年 3月末） （ 年 3月末） （ 年 3月末）2025 2026 2027

5 人 8 人 11 人精神障がい者の地域移行支援

3 人 6 人 8 人精神障がい者の地域定着支援

15 人 20 人 24 人精神障がい者の共同生活援助

3 人 4 人 7 人精神障がい者の自立生活援助

5 人 7 人 9 人精神障がい者の自立訓練(生活訓練)

※ 人日分＝（月間の利用人員数）×（１人１月当たりの平均利用日数）

※ 上記の数値は１月当たりの必要見込量
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《数値目標》 障がい保健福祉 9 圏域名；日向入郷

○訪問系サービス

区分 年度 年度 年度令和６ 令和７ 令和８

（ 年 3月末） （ 年 3月末） （ 年 3月末）2025 2026 2027

居宅介護 4,917 時間分 4,986 時間分 5,240 時間分

192 人 195 人 199 人

重度訪問介護 時間分 時間分 時間分1,375 1,375 1,375

人 人 人6 6 6

同行援護 時間分 時間分 時間分2,380 2,394 2,404

人 人 人49 49 49

行動援護 時間分 時間分 時間分70 70 70

人 人 人2 2 2

重度障害者等包括支援 時間分 時間分 時間分454 454 454

人 人 人2 2 2

○日中活動系サービス

区分 年度 年度 年度令和６ 令和７ 令和８

（ 年 3月末） （ 年 3月末） （ 年 3月末）2025 2026 2027

生活介護 5,442 人日分 5,499 人日分 5,556 人日分

308 人 311 人 314 人

自立訓練（機能訓練） 133 人日分 133 人日分 133 人日分

9 人 9 人 9 人

就労選択支援 人 人 人4 4 4

自立訓練（生活訓練） 192 人日分 209 人日分 225 人日分

13 人 14 人 15 人

就労移行支援 195 人日分 210 人日分 238 人日分

14 人 15 人 17 人

就労継続支援（Ａ型） 1,423 人日分 1,493 人日分 1,541 人日分

88 人 91 人 93 人

就労継続支援（Ｂ型） 5,338 人日分 5,588 人日分 5,838 人日分

338 人 352 人 366 人

就労定着支援 5 人 7 人 9 人

療養介護 22 人 22 人 22 人

短期入所（福祉型） 529 人日分 665 人日分 801 人日分

46 人 55 人 64 人

短期入所（医療型） 17 人日分 17 人日分 17 人日分

4 人 4 人 4 人
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○居住系サービス

区分 年度 年度 年度令和６ 令和７ 令和８

（ 年 3月末） （ 年 3月末） （ 年 3月末）2025 2026 2027

自立生活援助 14 人 16 人 18 人

共同生活援助 176 人 182 人 189 人

施設入所支援 165 人 160 人 156 人

地域生活支援拠点等 箇所 箇所 箇所5 5 5

回 回 回（設置箇所数と検証・検討の実施回数） 7 7 7

○相談支援

区分 年度 年度 年度令和６ 令和７ 令和８

（ 年 3月末） （ 年 3月末） （ 年 3月末）2025 2026 2027

計画相談支援 371 人 399 人 427 人

地域移行支援 6 人 8 人 12 人

地域定着支援 5 人 7 人 11 人

○障害児通所支援・障害児入所支援・障害児相談支援等

区分 年度 年度 年度令和６ 令和７ 令和８

（ 年 3月末） （ 年 3月末） （ 年 3月末）2025 2026 2027

児童発達支援 887 人日分 937 人日分 987 人日分

55 人 58 人 61 人

放課後等デイサービス 2,007 人日分 2,157 人日分 2,307 人日分

133 人 138 人 143 人

保育所等訪問支援 8 人日分 10 人日分 12 人日分

5 人 6 人 7 人

居宅訪問型児童発達支援 12 人日分 12 人日分 12 人日分

2 人 2 人 2 人

8 人 8 人 8 人福祉型児童入所支援

3 人 3 人 3 人医療型児童入所支援

障害児相談支援 611 人 642 人 673 人

医療的ケア児に対する関連分野

5 箇所 5 箇所 5 箇所の支援を調整するコーディネー

ターの配置 数市町村
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○精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築

区分 年度 年度 年度令和６ 令和７ 令和８

（ 年 3月末） （ 年 3月末） （ 年 3月末）2025 2026 2027

6 人 7 人 9 人精神障がい者の地域移行支援

6 人 7 人 9 人精神障がい者の地域定着支援

25 人 27 人 30 人精神障がい者の共同生活援助

11 人 13 人 15 人精神障がい者の自立生活援助

9 人 10 人 12 人精神障がい者の自立訓練(生活訓練)

※ 人日分＝（月間の利用人員数）×（１人１月当たりの平均利用日数）

※ 上記の数値は１月当たりの必要見込量
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《数値目標》 障がい保健福祉圏域名；宮崎県北部

○訪問系サービス

区分 年度 年度 年度令和６ 令和７ 令和８

（ 年 3月末） （ 年 3月末） （ 年 3月末）2025 2026 2027

居宅介護 3,403 時間分 3,569 時間分 3,749 時間分

195 人 204 人 214 人

重度訪問介護 時間分 時間分 時間分989 989 989

人 人 人3 3 3

同行援護 時間分 時間分 時間分937 960 983

人 人 人40 41 42

行動援護 時間分 時間分 時間分0 0 0

人 人 人0 0 0

重度障害者等包括支援 時間分 時間分 時間分0 0 0

人 人 人0 0 0

○日中活動系サービス

区分 年度 年度 年度令和６ 令和７ 令和８

（ 年 3月末） （ 年 3月末） （ 年 3月末）2025 2026 2027

生活介護 10,789 人日分 11,084 人日分 11,474 人日分

545 人 560 人 580 人

自立訓練（機能訓練） 48 人日分 102 人日分 134 人日分

3 人 6 人 8 人

就労選択支援 人 人 人0 4 6

自立訓練（生活訓練） 192 人日分 243 人日分 272 人日分

13 人 16 人 18 人

就労移行支援 512 人日分 547 人日分 585 人日分

29 人 31 人 33 人

就労継続支援（Ａ型） 1,624 人日分 1,915 人日分 2,221 人日分

83 人 98 人 114 人

就労継続支援（Ｂ型） 9,384 人日分 10,170, 人日分 10,957 人日分

513 人 557 人 602 人

就労定着支援 11 人 14 人 16 人

療養介護 34 人 34 人 34 人

短期入所（福祉型） 579 人日分 607 人日分 635 人日分

76 人 80 人 84 人

短期入所（医療型） 14 人日分 14 人日分 17 人日分

5 人 5 人 6 人



35

○居住系サービス

区分 年度 年度 年度令和６ 令和７ 令和８

（ 年 3月末） （ 年 3月末） （ 年 3月末）2025 2026 2027

自立生活援助 3 人 5 人 7 人

共同生活援助 238 人 253 人 269 人

施設入所支援 248 人 244 人 241 人

地域生活支援拠点等 7 箇所 9 箇所 12 箇所

4 回 4 回 5 回（設置箇所数と検証・検討の実施回数）

○相談支援

区分 年度 年度 年度令和６ 令和７ 令和８

（ 年 3月末） （ 年 3月末） （ 年 3月末）2025 2026 2027

計画相談支援 490 人 501 人 511 人

地域移行支援 5 人 6 人 7 人

地域定着支援 5 人 6 人 7 人

○障害児通所支援・障害児入所支援・障害児相談支援等

区分 年度 年度 年度令和６ 令和７ 令和８

（ 年 3月末） （ 年 3月末） （ 年 3月末）2025 2026 2027

児童発達支援 1,907 人日分 1,955 人日分 2,004 人日分

117 人 120 人 123 人

放課後等デイサービス 4,757 人日分 5,019 人日分 5,259 人日分

298 人 314 人 329 人

保育所等訪問支援 16 人日分 18 人日分 20 人日分

8 人 9 人 10 人

居宅訪問型児童発達支援 0 人日分 2 人日分 2 人日分

0 人 1 人 1 人

11 人 11 人 11 人福祉型児童入所支援

4 人 4 人 4 人医療型児童入所支援

障害児相談支援 120 人 125 人 130 人

医療的ケア児に対する関連分野

4 箇所 4 箇所 4 箇所の支援を調整するコーディネー

ターの配置 数市町村
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○精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築

区分 年度 年度 年度令和６ 令和７ 令和８

（ 年 3月末） （ 年 3月末） （ 年 3月末）2025 2026 2027

5 人 6 人 7 人精神障がい者の地域移行支援

3 人 4 人 7 人精神障がい者の地域定着支援

98 人 104 人 113 人精神障がい者の共同生活援助

2 人 3 人 6 人精神障がい者の自立生活援助

12 人 14 人 17 人精神障がい者の自立訓練(生活訓練)

※ 人日分＝（月間の利用人員数）×（１人１月当たりの平均利用日数）

※ 上記の数値は１月当たりの必要見込量
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(2) 指定障害福祉サービス、指定地域相談支援、指定計画相談支援及び障害児支援の

種類ごとの必要な見込量の確保のための方策

《取組方法等》

◎ 指定障害福祉サービス

① 訪問系サービス・日中系サービス等の提供体制の整備及び質的・量的充実

地域で生活する障がい者等が、可能な限りその身近な場所において必要な支

援を受けられるよう、市町村や関係機関等と連携しながら、訪問系サービスや

日中系サービスなどのサービス提供体制の整備を図るとともに、事業所等に対

する指導・助言、サービス提供に係る人材の研修等を通じ、サービスの質的・

量的充実を図ります。

② 居住系サービスの拡充

障がい者が住み慣れた地域社会の中で自立した生活が送れるよう、また、施

設入所者が地域生活へ移行できるよう、グループホームの拡充を積極的に推進

します。

◎ 指定地域相談支援、指定計画相談支援

地域相談支援（地域移行支援、地域定着支援）の活用による地域移行の推進や

在宅の障がい者の地域生活の支援を行うため、研修等を通じた制度の普及促進を

図ります。

計画相談支援については、サービス等利用計画の対象者の拡大等に対応した計

画的な人材育成を進めるとともに、相談支援の質の向上に取り組みます。

また、共生社会の実現に寄与することを目指し、地域自立支援協議会を通じた

地域の社会資源の開発や基幹相談センターの設置を促進するとともに、その担い

手となる地域のリーダー養成に取り組みます。

◎ 障がい児支援

小学校就学前の障がい児を対象とした児童発達支援や就学児を対象とした放課

後等デイサービスの事業所はいずれも増加傾向にあるものの、地域や支援内容に

偏在がみられることから、より身近な地域で障がい種別や年齢の別に応じた良質

な支援が受けられるよう、市町村等の関係機関と連携しながら、特に事業所が少

ない地域における開設促進に向けた指導・助言を行うとともに、各種の研修など

を通じて障がい児支援に携わる人材の育成に努め、障がい児支援の質と専門性の

向上とサービスの均てん化を図ります。

地域の障がい児の健全な発達において中核児童発達支援センターについては、

的な役割を果たす機関として位置づけ、市町村と緊密な連携を図り、障がい児の

発達支援や家族の支援、地域の障害児通所支援事業所等への指導・助言・職員の

研修など、地域の障がい児の健全な発達において中核的な役割を果たす機関とし
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ての機能強化を図り、児童に適したより手厚い療育を提供できる体制を整備を目

指します。

また、障害児入所施設については、入所している児童が１８歳以降、大人にふ

さわしい環境へ円滑に移行できるように、移行調整の責任主体を明確化し、市町

村、障害児入所施設等の関係者と連携し、移行調整に係る協議の場を設置し、移

行調整及び地域資源の整備等に関する総合的な調整を図っていきます。

また、短期入所（医療型）の提供体制の確保・充実のため、医療機関等の空床

利用による重症心身障がい児、医療的ケア児の短期入所（医療型）の受入れを促

進し、受入れを行う医療機関等の看護師等への研修を支援します。
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４ 指定障害福祉サービス等の従事者の確保及び資質の向上のために講ずる措置

(1) サービス提供に係る人材の研修

障害福祉サービス等が適切に提供されるためには、サービス等に従事する人材

を質・量ともに確保することが重要です。

そのため、障がい者施策の動向に適切に対応しながら、相談支援従事者研修や

サービス管理責任者研修を計画的に実施するとともに、喀痰吸引等の業務を行う

ことができる人材の育成等に、引き続き取り組んでいきます。

また、行動障がいのある方に対しては、障がい特性の理解に基づく特に専門的

、 （ ）な支援が必要なことから 強度行動障がい支援者養成研修 基礎研修・実践研修

を実施します。

(2) 指定障害福祉サービス等の事業者に対する第三者の評価

施設におけるサービスの内容や提供体制等について、利用者の視点で評価を行

う福祉サービス第三者評価事業を促進し、障がい者が良質な福祉サービスを気軽

に利用できる環境づくりを推進します。

(3) 障がい者に対する虐待の防止

平成２４年１０月に施行された「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する

支援等に関する法律」に基づき、市町村や労働局等の関係機関との連携を図り、

県障がい者権利擁護センターを拠点として、障がい者やその家族への専門的な相

談の提供、事業者・市町村職員に対する研修や支援の実施、事業者への適切な指

導監査等を通じ、障がい者に対する虐待の防止を図るとともに、権利擁護に関す

る意識の啓発に努めます。
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５ 障がい者の安全・安心の確保及び生活の質の向上に資するための取組

(1) 障がい者等に対する虐待の防止（再掲）

相談支援専門員研修及びサービス管理責任者等研修を通じて、相談支援専門員

やサービス管理責任者、児童発達支援管理責任者等に対する、虐待の早期発見及

び虐待と疑われる事案を発見した場合に通報を行うなどの意識の啓発を図りま

す。

また、障害福祉サービス事業所等の設置者や管理者に対しては、集団指導等に

より、障がい者虐待防止・権利擁護研修の受講の徹底及び虐待防止委員会の設置

の促進等に努めます。

(2) 意思決定支援の促進

相談支援専門員研修及びサービス管理責任者等研修を通じて、意思決定支援ガ

イドライン等を活用した研修を実施するとともに、事業者や成年後見の担い手を

含めた関係者に対して普及・啓発を図ります。

(3) 障がい者等の 活動支援による社会参加等の促進文化芸術

障がい者の文化芸術活動を支援するセンター等により、 活動に取り組文化芸術

む障がい者や指導者・支援団体等の活動をサポートし、障がい者の自立と社会参

加意欲の向上に努めます。

障がいを理由とする差別の解消の促進(4)

「障がいのある人もない人も共に暮らしやすい宮崎県づくり条例」に基づき、

障がい及び障がい者への理解を深めるための広報、啓発活動を行うとともに、市

町村の相談窓口担当職員等に対する研修を実施し、障がい者及びその家族等から

の障がいを理由とする差別に関する相談体制の充実を図ります。

(5) 施設等における防犯・防災対策の強化・充実

指定障害福祉サービス事業所への集団指導等により、地域共生社会の考え方に

基づき、平常時からの地域住民や関係機関との緊密な関係性を構築するよう促す

とともに、施設等の防犯・防災対策の強化・充実へ繋がる有効な取組等について

情報提供等を行います。

また、県では、災害時において一般の方にどのように配慮してほしいかなど当

「 」事者の声を反映させ作成した改訂版 障がい者・高齢者のための防災マニュアル

により普及啓発に努めます。
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(6) 共生型サービスへの積極的な対応促進

障がい者が６５歳以上になっても、使い慣れた事業所においてサービスを利用

、 、しやすくすることや福祉に携わる人材に限りがある中で 地域の実情に合わせて

人材をうまく活用しながら適切にサービス提供を行うという観点から、障害福祉

又は介護保険のいずれかの指定を受けている事業所が、もう一方の制度における

指定も受けやすくする「共生型サービス」が平成３０年４月から新たに創設され

ました。

新規事業者については、指定に係る事前相談において適切な助言を行うととも

に、介護保険部門とも連携し、事業者の共生型サービスへの積極的な対応促進を

図ります。

(7) 障害福祉サービス等の情報公表制度の活用

障害福祉サービス等を提供する事業所数が増加する中、利用者が個々のニーズ

に応じて良質なサービスを選択できるようにするとともに、事業者によるサービ

スの質の向上が重要な課題となっています。

、 、 （ 、 、このため 障害福祉サービス事業所等に対して 基本情報 所在地 従業員数

営業時間、事業内容等）及び運営情報（関係機関との連携、苦情対応の状況、安

全管理等の取組等）などの報告を求め、報告された内容を県のホームページ等で

公表する障害福祉サービス等情報公表制度が平成３０年４月から新たに創設され

ました。

事業者に対して制度の周知を図るとともに、より多くの利用者や相談支援専門

員等が当該制度を活用できるよう、利活用しやすい仕組み作りや普及及び啓発に

向けて取り組みます。



42

６ 県地域生活支援事業の実施に関する事項

(1) 専門性の高い相談支援事業

① 発達障害者支援センター運営事業

《数値目標等》

項 目 年度 年度 年度６ ７ ８

（ ）（ ）（ ）2025 2026 2027年 3 月末 年 3月末 年 3月末

実施見込み箇所数 ３か所 ３か所 ３か所

実利用見込み者数 人 人 人1,000 1,000 1,000

《取組方法等》

発達障がいに関する様々な問題について、発達障がいのある人とその家族か

らの相談に応じ、適切な指導又は助言を行うとともに、福祉、保健、医療、教

育、就労等の各分野の関係機関と更なる連携を図り、協力して支援に取り組み

ます。

また、地域で相談支援を行う児童発達支援センター等のバックアップ支援を

行います。

② 障害者就業・生活支援センター事業

《数値目標等》

項 目 年度 年度 年度６ ７ ８

（ ）（ ）（ ）2025 2026 2027年 3 月末 年 3月末 年 3月末

支援登録者数（累計） 人 人 人4 500 4 550 4,600, ,
人 人 人就職者数 270 296 322

《取組方法等》

労働・福祉・教育の各行政機関、市町村、民間事業者、障がい者団体等関係

機関及び７か所の各センター間の連携のもと、障がい者に対して、就業面、生

活面の一体的な支援を行うとともに、企業に対しては雇用に関するアドバイス

や各種助成制度などの情報提供を行います。
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③ 高次脳機能障がい及びその関連障がいに対する支援普及事業

《数値目標等》

項 目 年度 年度 年度６ ７ ８

（ ）（ ）（ ）2025 2026 2027年 3 月末 年 3月末 年 3月末

相談件数（延べ件数） 300 件 330 件 360 件

高次脳機能障がいへの県民の 30 ％ 32 ％ 34 ％

理解度

研修等の実施回数 14 回 16 回 18 回

《取組方法等》

高次脳機能障がいは、外見からはわかりにくいため、周囲の理解が得られに

くく、また、本人も認識しにくい障がいです。このため、総合相談窓口である

宮崎県身体障害者相談センターと医学的な支援拠点である宮崎大学医学部の２

つの支援拠点機関を中心に、地域の関係機関をはじめ、宮崎県精神保健福祉セ

ンターや県内保健所とも協力しながら、相談支援に取り組みます。加えて、高

次脳機能障がい者の方が、自らの障がいを認識して社会生活に適応していくた

めの基礎的な訓練を集団で行う通所教室の実施を通じて、民間事業所等での同

様な訓練等の支援の実現に向けて取り組みます（相談支援事業等 。）

また、高次脳機能障がいへの正しい理解を普及促進するため、講演・シンポ

ジウムの開催・協力、出前講座、ポスター・リーフレット配布など様々な媒体

を活用した普及・啓発活動に取り組みます（普及・啓発事業 。）

、 、 、 、 、さらに 医療関係者 福祉事業者 行政職員 当事者やその家族等に対して

高次脳機能障がいの支援手法等に関する研修を実施し、関係者の支援力の向上

を図ります（研修事業 。）

なお、これらの事業実施において必要な実態把握の調査や関係機関との連携

確保等について継続的に取り組むとともに、家族会とも協力・支援等を行いな

がら高次脳機能障がい者に対する支援体制の確立を図ります。

④ 医療的ケア児等コーディネーター養成研修事業

《数値目標等》

項 目 年度 年度 年度６ ７ ８

（ ）（ ）（ ）2025 2026 2027年 3 月末 年 3月末 年 3月末

実養成講習修了見込み者数 人 人 人３０ ３０ ３０

《取組方法等》

保健所、病院・診療所、訪問看護ステーション、保育所、学校等の各関係機

関の支援を調整する相談支援専門員等に対し、医療的ケアに関する基礎知識等
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の講義や演習を行い、医療的ケア児等コーディネーターとして養成します。

(2) 専門性の高い意志疎通支援を行う者の養成研修事業

手話通訳者・要約筆記者養成研修事業①

《数値目標等》

６年度 ７年度 ８年度項 目

（ ）（ ）（ ）2025 年 3 月末 2026 年 3 月末 2027 年 3 月末

１３０人 １３３人 １３５人実養成講習修了見込み者数

《取組方法等》

聴覚障がい者等の福祉に理解と熱意を有する者に対し、手話通訳・要約筆記

の指導を行い、手話通訳者又は要約筆記者を養成します。

② 点訳・朗読奉仕員養成事業

《数値目標等》

６年度 ７年度 ８年度項 目

（ ）（ ）（ ）2025 年 3 月末 2026 年 3 月末 2027 年 3 月末

３２人 ３２人 ３３人実養成講習修了見込み者数

《取組方法等》

視覚障がい者等の福祉に理解と熱意を有する者に対し、点訳・朗読の指導を

行い、点訳奉仕員又は朗読奉仕員を養成します。

③ 盲ろう者向け通訳・介助員養成研修事業

《数値目標等》

６年度 ７年度 ８年度項 目

（ ）（ ）（ ）2025 年 3 月末 2026 年 3 月末 2027 年 3 月末

１２人 １２人 １３人実養成講習修了見込み者数

《取組方法等》

盲ろう者の自立と社会参加に理解と熱意を有する者に対し、コミュニケーシ

、 。ョン支援及び移動介助の技術に関する指導を行い 通訳・介助員を養成します



④ 失語症者向け意思疎通支援者養成研修事業

《数値目標等》

項 目 ６年度 ７年度 ８年度

（ ）（ ）（ ）2025 年 3 月末 2026 年 3 月末 2027 年 3 月末

実養成講習修了見込み者数 １１人 １１人 １２人

《取組方法等》

失語症者の福祉に理解と熱意を有する者に対し、失語症者向けの意思疎通支

援技術等に関する指導を行い、意思疎通支援者を養成します。

(3) 専門性の高い意志疎通支援を行う者の派遣事業

① 手話通訳者・要約筆記者派遣事業

《数値目標等》

項 目 ６年度 ７年度 ８年度

（ ）（ ）（ ）2025 年 3 月末 2026 年 3 月末 2027 年 3 月末

実利用見込み件数 ９件 ９件 １０件

《取組方法等》

複数市町村の住民が参加する障がい者団体等の会議等において、市町村間の

連絡調整等を経てもなお市町村が派遣を実施できない場合に、手話通訳者又は

要約筆記者を派遣します。

盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業②

《数値目標等》

６年度 ７年度 ８年度項 目

（ ）（ ）（ ）2025 年 3 月末 2026 年 3 月末 2027 年 3 月末

４４件 ５７件 ７４件実利用見込み 数件

《取組方法等》

視覚機能と聴覚機能に障がいを併せ持つ重度重複障がい者に対して、コミュ

ニケーション支援及び移動介助の技術を習得した通訳・介助員を派遣します。

③ 失語症者向け意思疎通支援者派遣事業

失語症者に対する失語症者向け意思疎通支援者の派遣について、意思疎通支
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援者の十分な確保及び市町村のニーズ把握を進め、必要となる派遣体制の整備

に努めます。

(4) 意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整業務

市町村域を越えた広域的な手話通訳・要約筆記者の派遣を円滑に実施するため

の派遣調整等について市町村のニーズ把握に努め、今後、必要に応じて派遣調整

の検討を行います。

( ) 広域的な支援事業5

① 県自立支援協議会

《数値目標等》

項 目 年度 年度 年度６ ７ ８

（ ）（ ）（ ）2025 2026 2027年 3 月末 年 3月末 年 3月末

開催見込み回数（部会） 回 回 回４ ５ ６

《取組方法等》

本計画を踏まえ、 県内の実情に応共生社会の実現に寄与することを目指し、

じた障がい者等への支援体制の整備を図るため、地域自立支援協議会と連携し

地域の実態把握に努めるとともに、専門部会の活動を強化し、相談支援、地域

生活支援、人材育成などの広域的な課題の調整や検討を行います。

② 都道府県相談支援体制整備事業

《数値目標等》

項 目 年度 年度 年度６ ７ ８

（ ）（ ）（ ）2025 2026 2027年 3 月末 年 3月末 年 3月末

派遣回数 ６回 ９回 １４回アドバイザーの

《取組方法等》

地域自立支援協議会の活動を通じ共生社会の実現に寄与することを目指し、

た、基幹相談支援センターの設置を含めた地域生活支援拠点等の整備や困難事

例への対応等による県内の相談支援体制の整備を進めるため、県自立支援協議

、 、会の相談支援部会を中心に 県のアドバイザーを地域自立支援協議会に派遣し

助言等を行います。
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精神障がい者にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業③

《数値目標等》

項 目 年度 年度 年度６ ７ ８

（ ）（ ）（ ）2024 2025 2026年 3 月末 年 3月末 年 3月末

協議会の開催見込み数 ５８回 ６１回 ６５回

協議の場における目標設定及 ２２回 ２４回 ２６回

び評価の実施回数

《取組方法等》

地域に各市町村ごとの保健、医療及び福祉関係者による協議の場を通じて、

おける社会資源の把握や、精神障がい者の支援に必要な技術や知識の普及啓発

を行います。

７ 県障がい福祉計画の達成状況の点検及び評価

本計画に盛り込んだ目標等については、定期的に実績を把握し、障がい者施策及

び関連施策の動向も踏まえながら、本計画の中間評価として分析及び評価を行い、

必要があると認めるときは、本計画の変更、事業の見直し等の措置を講じます。

また、その際には、関係行政機関、学識経験者、障がい者団体で構成される「宮

崎県障害者施策推進協議会」に報告し、その意見等を踏まえ、計画の効果的な推進

に努めます。
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１ 国の基本指針

(1) 福祉施設の入所者の地域生活への移行

地域生活への移行を進める観点から、 年度末時点において福祉施設に入令和４

所している障がい者のうち、今後、自立訓練事業等を利用し、グループホーム、

一般住宅等に移行する者の数を見込み、その上で、 度年度末における地令和８年

令和域生活に移行する者の目標値を設定する。当該目標値の設定に当たっては、

年度末時点の施設入所者数の ％以上が地域生活へ移行することとするととも４ ６

に、これに合わせて 年度末の施設入所者数を 年度末時点の施設入所令和８ 令和４

者数から ％以上削減することを基本とする。５

なお、施設入所者数の設定に当たっては、継続入所者（指定知的障害児施設等

から指定障害者支援施設等へ移行した施設に引き続き入所している１８歳以上の

障がい者）を除いて設定する。

(2) 精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築

精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築を推進するため、精神障

がい者 精神病床への入院後１年以内に退院した者に限る の精神病床から退院（ 。）

後１年以内の地域における平均生活日数、精神病床における１年以上長期入院患

者数（６５歳以上の１年以上長期入院患者数、６５歳未満の１年以上長期入院患

者数 精神病床における早期退院率 入院後３か月時点の退院率 入院後６か月）、 （ 、

時点の退院率、入院後１年時点の退院率）に関する目標値を次に掲げるとおり設

定することとする。

令和８年度 退院後１目標値の設定に当たっては、 における目標値を設定する。

年以内の地域における生活日数の平均を３２５．３日以上とすることを基本とす

入院後３か月時点の退院率については、 ％以上とし、入院後６か月る。 ６８．９

時点の退院率については、 ％以上とし、入院後１年時点の退院率につい８４．５

ては、 ％以上とすることを基本とする。また、１年以上長期入院患者数９１．０

（６５歳以上、６５歳未満）については、国の掲げる式により算定した数を目標

値として設定する。

の充実(3) 地域生活支援

令地域生活支援拠点等 地域生活支援拠点又は面的な体制をいう について（ 。） 、

年度末までの間各市町村又は各圏域に一つ以上の地域生活支援拠点等を確保和８

しつつ、その機能の充実のため、年一回以上運用状況を検証及び検討することを

基本とする。
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(4) 福祉施設から一般就労への移行等

福祉施設の利用者のうち、就労移行支援事業等を通じて、 年度中に一般令和８

令和３就労に移行する者の目標値を設定する。当該目標値の設定に当たっては、

。 、年度の一般就労への移行実績の 倍以上とすることを基本とする この際１ ２８．

就労移行支援事業、就労継続支援Ａ型事業及び就労継続支援Ｂ型事業について、

各事業の趣旨、目的、各地域における実態等を踏まえつつ、それぞれ 年度令和８

中に一般就労に移行する者の目標値も併せて定めることとする。

具体的には、就労移行支援事業については、一般就労への移行における重要な

役割を踏まえ、令和元年度の一般就労への移行実績の 以上とすること１．３１倍

。 、 、 、を基本とする また 就労継続支援については 一般就労が困難である者に対し

就労や生産活動の機会の提供、就労に向けた訓練等を実施することが事業目的で

あること等に鑑み、就労継続支援Ａ型事業について令和元年度の一般就労への移

行実績の概ね 倍以上、就労継続支援Ｂ型事業については概ね 倍１．２９ １．２８

以上を目指すこととする。

また、障害者の一般就労への定着も重要であることから、就労定着支援事業の

過去６年間において就労定着支援の利用利用者数及び事業所ごとの就労定着率（

を終了した者のうち、雇用された通常の事業所に４２月以上７８月未満の期間継

に係続して就労している者又は就労していた者の占める割合をいう 以下同じ。 。）

令和３る目標値を設定することとし、就労定着支援事業の利用者数については、

さらに、就労定着支援事業年度実績の１．４１倍以上とすることを基本とする。

７割以上のの就労定着率については、就労定着支援事業所のうち、就労定着率が

事業所を全体の２割５分以上 加えて 都道府県等が地とすることを基本とする。 、

域の就労支援のネットワークを強化し、雇用や福祉等の関係機関が連携した支援

体制の構築を推進するため 協議会(就労支援部会 等を設けて取組を進めること、 ）

を基本とする。

また、これらに加えて、就労支援について、次に掲げる事項を 年度の活令和８

動指標として設定して取り組むことが適当である。

・ 職業訓練の受講

度において、福祉施設から一般就労へ移行する者のうち、必要な者令和８年

が職業訓練を受講することができるよう、受講者数の見込みを設定する。

・ 公共職業安定所への誘導

年度において、福祉施設を利用する者のうち、必要な者が公共職業安令和８

定所の支援を受けることができるよう、公共職業安定所へ誘導する利用者数の

見込みを設定する。

・ 障害者就業･生活支援センターへの誘導

年度において、福祉施設から一般就労へ移行する者のうち、必要な者令和８

50



が障害者就業･生活支援センターの支援を受けることができるよう 障害者就業、

･生活支援センターへ誘導する利用者数の見込みを設定する。

・ 公共職業安定所による支援

年度において、福祉施設の利用者のうち、公共職業安定所の支援を受令和８

けて就職する者の数の見込みを設定する。

(5) 障害児支援の提供体制の整備等

国の基本指針に即して、 児童発達支援センターを各市町令和８年度末までに、

令和村又は各圏域に少なくとも一カ所以上設置することを基本とするとともに、

８年度末までに、全ての市町村において、障害児の地域社会への参加・包容（イ

基本とする。ンクルージョン）を推進する体制を構築することを

また、県において、令和８年度末までに、児童発達支援センター、特別支援学

校等を活用し、難聴児支援のための中核的機能を果たす体制を確保することを基

本とする。

また、令和８年度末でに、主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所

及び放課後等デイサービス事業所を各市町村に少なくとも一カ所以上確保するこ

を基本とする。と

さらに、障害児入所支援に入所している児童が１８歳以降、大人にふさわしい

環境へ円滑に移行できるように、令和８年度末までに県において、移行調整に係

る協議の場を設置することを基本とする。

(6) 相談支援体制の充実・強化等

令和８年度末までに、各市町村において、総合的な相談支援、地域の相談支援

体制の強化及び関係機関等の連携の緊密化を通じた地域づくりの役割を担う基幹

相談支援センターを設置するとともに、機関相談支援センターが地域の相談支援

の強化を図る体制を確保することを基本とする。

また、地域づくりに向けた協議会の機能をより実効性のあるものとするため、

協議会において、個別事例の検討を通じた地域サービス基盤の開発・改善等を行

う取組を行うと共に、これらの取組を行うために必要な協議会の体制を確保する

ことを基本とする。

(7) 障害福祉サービス等の質の向上

、 、障害福祉サービス等が多様化するとともに 多くの事業者が参入している中

改めて障害者総合支援法の基本理念を念頭に その目的を果たすためには 利用、 、

者が真に必要とする障害福祉サービス等の提供を行うことが重要である そのた。

め 都道府県及び市町村の職員は 障害者総合支援法の具体的内容を理解するた、 、

めの取組を行い 障害福祉サービス等の利用状況を把握し 障害者等が真に必要、 、

とする障害福祉サービス等が提供できているのか検証を行っていくことが望まし
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い。また、自立支援審査支払等システム等を活用し、請求の過誤を無くすための

取組や適正な運営を行っている事業所を確保することが必要となる。

また、県は、市町村と連携しつつ、相談支援専門員やサービス管理責任者等に

ついて、地域のニーズを踏まえて計画的に養成する必要がある。さらに、障害福

祉サービス等の提供にあたっては、意思決定支援の適切な実施が重要であり、障

害福祉サービス事業者、相談支援事業者等に対する「障害福祉サービス等の提供

に係る意思決定支援ガイドライン」の普及啓発に取り組むとともに、相談支援専

門員やサービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者に対する意思決定支援に

そこで、これらの取組を通じて利用者が関する研修を推進していく必要がある。

真に必要とする障害福祉サービス等を提供していくため、令和８年度末までに、

障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に関する事項を実施する体制を

構築することを基本とする。

52



２ 指定障害福祉サービス、指定地域相談支援、指定計画相談支援及び障害児支援の

種類ごとの数値目標の設定の考え方

◎ 本計画におけるサービス等の必要見込量は、市町村障がい福祉計画の数値を集

計したものです。

(1) 訪問系サービス（居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者

等包括支援）

現在の利用者数、近年の利用者数の伸び、障がい者等のニーズ、平均的な一人

当たり利用量等を勘案して、見込量を定めています。

(2) 日中活動系サービス

① 生活介護・自立訓練（機能訓練）

現在の利用者数、近年の利用者数の伸び、障がい者等のニーズ、施設入所者

の地域生活への移行者数、平均的な一人当たり利用量等を勘案して、見込量を

定めています。

② 就労選択支援

特別支援学校卒業者数、就労移行支援、就労継続支援Ａ型又は就労継続支援

Ｂ型を新たに利用する者の数、就労移行支援、就労継続支援Ａ型、就労継続支

援Ｂ型を現に利用している者の数等を勘案して、見込量を定めています。

自立訓練（生活訓練）③

現在の利用者数、近年の利用者数の伸び、障がい者等のニーズ、施設入所者

の地域生活への移行者数、入院中の精神障がい者のうち地域生活への移行後に

自立訓練（生活訓練）の利用が見込まれる者の数、平均的な一人当たり利用量

等を勘案して、見込量を定めています。

就労移行支援④

現在の利用者数、近年の利用者数の伸び、障がい者等のニーズ、施設入所者

の地域生活への移行者数、入院中の精神障がい者のうち地域生活への移行後に

就労移行支援事業の利用が見込まれる者の数、福祉施設の利用者の一般就労へ

の移行者数、特別支援学校卒業者等新たに就労移行支援事業の対象者と見込ま

、 、 。れる者の数 平均的な一人当たり利用量等を勘案して 見込量を定めています

就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）⑤

現在の利用者数、近年の利用者数の伸び、障がい者等のニーズ、施設入所者

の地域生活への移行者数、入院中の精神障がい者のうち地域生活への移行後に
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就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）の利用が見込まれる者の数、平均的な一人当たり

利用量等を勘案して、見込量を定めています。

就労定着支援⑥

障がい者等のニーズ、福祉施設の利用者の一般就労への移行者数等を勘案し

て、見込量を定めています。

療養介護⑦

、 、 、現在の利用者数 近年の利用者数の推移 障がい者等のニーズ等を勘案して

見込量を定めています。

短期入所（ショートステイ）⑧

現在の利用者数、近年の利用者数の伸び、障がい者等のニーズ、施設入所者

の地域生活への移行者数、入院中の精神障がい者のうち地域生活への移行後に

、 、短期入所の利用が見込まれる者の数 平均的な一人当たり利用量等を勘案して

見込量を定めています。

(3) 居住系サービス

① 自立生活援助

施設入所者の地域生活への移行者数、入院中の精神障がい者のうち地域生活

への移行後に自立生活援助の利用が見込まれる者の数等を勘案して、見込量を

定めています。

② 共同生活援助（グループホーム）

現在の利用者数、近年の利用者数の伸び、障がい者等のニーズ、施設入所者

の地域生活への移行者数、入院中の精神障がい者のうち地域生活への移行後に

、 。共同生活援助の利用が見込まれる者の数等を勘案して 見込量を定めています

③ 施設入所支援

年度末時点の施設入所者数を基礎として、施設入所者の地域生活への令和４

移行者数を控除した上で、グループホーム等での対応が困難な者の利用といっ

た真に必要と判断される数を加えた数を勘案して、見込量を定めています。

(4) 指定地域相談支援、指定計画相談支援

「指定地域相談支援」

① 地域移行支援

施設入所者の地域生活への移行者数、入院中の精神障がい者のうち地域生

活への移行後に地域移行支援の利用が見込まれる者の数等を勘案して、見込
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量を定めています。

② 地域定着支援

単身である障がい者の数、同居している家族による支援を受けられない障

がい者の数、施設入所者の地域生活への移行者数、入院中の精神障がい者の

うち地域生活への移行後に地域定着支援の利用が見込まれる者の数等を勘案

して、見込量を定めています。

③ 指定計画相談支援

障害福祉サービス及び地域相談支援の利用者数等を勘案して 見込量を定、

めています。

(5) 障がい児支援

① 児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援

地域における児童の数の推移、現在の利用児童数、障がい児等のニーズ、医

療的ケア児のニーズ、保育所等での障がい児の受入状況、入所施設から退所し

た後に児童発達支援等の利用が見込まれる障がい児の数、平均的な一人当たり

利用量等を勘案して、見込量を定めています。

② 医療型児童発達支援

地域における児童の数の推移、現在の利用児童数、障がい児等のニーズ、医

療的ケア児のニーズ、保育所等での障がい児の受入状況、入所施設から退所し

た後に医療型児童発達支援の利用が見込まれる障がい児の数、平均的な一人当

たり利用量等を勘案して、見込量を定めています。

③ 居宅訪問型児童発達支援

地域における児童の数の推移、現在の利用児童数、障がい児等のニーズ、医

療的ケア児のニーズ、平均的な一人当たり利用量等を勘案して、見込量を定め

ています。

④ 福祉型児童入所支援・医療型児童入所支援

地域における児童の数の推移、現在の利用児童数、障がい児等のニーズ、医

療的ケア児のニーズ等を勘案して、見込量を定めています。

⑤ 障害児相談支援

地域における児童の数の推移、現在の利用児童数等、障がい児等のニーズ、

医療的ケア児のニーズ等を勘案して、見込量を定めています。

⑥ 医療的ケア児に対する関連分野の支援を調整するコーディネーターの配置人数
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地域における医療的ケア児のニーズ等を勘案して、必要となる配置人数の見

込みを設定しています。

３ 指定障害福祉サービス、指定地域相談支援、指定計画相談支援及び障害児支援の

事業内容

(1) 訪問系サービス

① 居宅介護（ホームヘルプ）

入浴、排泄、食事の介護等、自宅での生活全般にわたる援助サービスを提供

します。

② 重度訪問介護

重度の肢体不自由者等であって、常時介護を要する人を対象に、自宅での入

、 、 。浴 排泄 食事の介護や外出時の移動支援など総合的なサービスを提供します

③ 同行援護

視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提

供（代筆・代読を含む 、移動の援護等の外出支援を行います。）

④ 行動援護

知的障がい又は精神障がいにより、行動上、著しい困難を有する障がい者

（児）を対象に、行動の際に生じる危険回避のための援護や外出時の移動支援

サービスを提供します。

⑤ 重度障害者等包括支援

常時介護を要する重度の障がい者、または、障がい児であって、その介護の

必要の程度が著しく高い人を対象に、居宅介護をはじめとする福祉サービスの

包括的支援を行います。

(2) 日中活動系サービス

① 生活介護

常時介護を要する障がい者を対象に、主として日中に障害者支援施設などで

行われる、入浴、排泄、食事の介護や、創作的活動、または、生産活動の機会

の提供等を行います。

② 自立訓練（機能訓練）

身体障がい者に対し、地域生活を営むことができるよう、一定期間、身体機

能、日常生活能力向上のための訓練等を行います。
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③ 就労選択支援

就労短期間の生産活動その他の活動の機会の提供を通じて 就労に関する適、

性 知識及び能力の評価並びに就労に関する意向及び就労するために必要な整、

理を行い、それらを基に、適切な支援機関との連絡調整を行います。

自立訓練（生活訓練）④

知的障がい者又は精神障がい者に対し、地域生活を営むことができるよう、

一定期間、日常生活能力の維持・向上のための訓練等を行います。

就労移行支援⑤

一般就労等を希望する障がい者に対し、一定期間、生産活動やその他の活動

の機会を提供し、就職に必要な知識・能力の向上のために必要な訓練等を行い

ます。

就労継続支援（Ａ型）⑥

一般企業での雇用が困難な障がい者に対し、雇用契約に基づく就労の機会を

、 。提供し 一般就労に必要な知識・能力の向上のために必要な訓練等を行います

就労継続支援（Ｂ型）⑦

一般企業での雇用が困難な障がい者、一定年齢に達している障がい者等に対

し、一定の賃金水準のもとで、就労や生産活動の機会を提供し、知識・能力の

向上・維持のために必要な訓練等を行います（雇用契約は結ばない 。）

就労定着支援⑧

就労移行支援等の利用を経て一般就労へ移行した障がい者で、就労に伴う環

境変化により生活面の課題を把握するとともに、企業や関係機関等との連絡調

整やそれに伴う課題解決に向けて必要となる支援を行います。

療養介護⑨

医療を必要とし、常時介護を要する障がい者に対し、病院等への長期入院に

よる医学的管理の下、日中に食事や入浴、排泄等の介護や、日常生活上の支援

等を行います。

短期入所（ショートステイ）⑩

介護者が病気の場合等に、障がい者を障害者支援施設等に短期間の入所をさ

せ、入浴、排泄、食事の介護等のサービス提供を行います。

(3) 居住系サービス

① 自立生活援助
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障害者支援施設やグループホーム等を利用していた障がい者で、一人暮らし

を希望する者等を対象として、定期的な巡回訪問や随時の対応により、必要な

助言や医療機関との連絡調整を行います。

② 共同生活援助（グループホーム）

障がい者に対し、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において

入浴、排泄又は食事の介護等のサービスの提供を行います。

③ 施設入所支援

施設に入所する障がい者に対し、主として夜間において、入浴、排せつ又は

食事の介護等のサービス提供を行います。

(4) 相談支援事業

① 基本相談支援

地域の障がい者（児）の福祉に関する問題について、障がい者や障がい児の

保護者等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行い、市町村及び指

定障害福祉サービス事業者等との連絡調整を行います。

② 地域相談支援

「地域移行支援」

障害者支援施設の入所者や精神科病院に入院している精神障がい者を対

象とし、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関

する相談支援を行います。

「地域定着支援」

居宅において単身で生活する障がい者等に対し、常時の連絡体制を確保

し、障がいの特性に起因して生じた緊急事態等における相談支援を行いま

す。

③ 計画相談支援

「サービス利用支援」

介護給付費等の支給決定又は支給決定の変更前に、サービス等利用計画

案を作成します。また、支給決定又は変更後、指定障害福祉サービス事業

者等との連絡調整や計画作成を行います。

「継続サービス利用支援」

国が定める期間ごとに、サービス等の利用状況の検証を行い計画の見直

しを行います。また、指定障害福祉サービス事業者等との連絡調整、支給

決定又は支給決定の変更に係る申請を勧奨します。
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(5) 障害児支援

① 児童発達支援

小学校就学前の障がい児に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技

能の付与、集団生活への適応訓練等を行います。

放課後等デイサービス②

就学している障がい児に対し、放課後や学校休業日に、生活能力の向上のた

めに必要な訓練、社会との交流促進等の支援を行います。

居宅訪問型児童発達支援③

重症心身障がい児などの重度の障がい児等であって、児童発達支援等の障害

児通所支援を受けるために外出することが著しく困難な障がい児の居宅を訪問

し、日常生活における基本的な動作の指導や、知識技能の付与等の支援を行い

ます。

保育所等訪問支援④

保育所等を利用する障がい児や保育所等のスタッフに対し、集団生活への適

応や保育所等の安定した利用を促進するために、保育所等を訪問して専門的な

支援を行います。

福祉型障害児入所支援⑤

障がいのある児童を入所させて保護するとともに、日常生活の指導及び独立

自活に必要な知識技能の付与を行います。

医療型障害児入所支援⑥

障がいのある児童を入所させて保護するとともに、日常生活の指導、独立自

活に必要な知識技能の付与及び治療を行います。

障害児相談支援⑦

障がい児や保護者などからの相談に応じ、必要な情報提供等や援助を行うほ

か、障害児支援利用計画の作成等を行います。
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４ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

（平成 17年法律第 123 号 （抄））

（都道府県障害福祉計画）

第八十九条 都道府県は、基本指針に即して、市町村障害福祉計画の達成に資するた

め、各市町村を通ずる広域的な見地から、障害福祉サービスの提供体制の確保その

（ 「 」他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画 以下 都道府県障害福祉計画

という ）を定めるものとする。。

２ 都道府県障害福祉計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目

標に関する事項

二 当該都道府県が定める区域ごとに当該区域における各年度の指定障害福祉サー

ビス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの必要な量の見込み

三 各年度の指定障害者支援施設の必要入所定員総数

四 地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項

３ 都道府県障害福祉計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事

項について定めるよう努めるものとする。

一 前項第二号の区域ごとの指定障害福祉サービス又は指定地域相談支援の種類ご

との必要な見込量の確保のための方策

二 前項第二号の区域ごとの指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計

画相談支援に従事する者の確保又は資質の向上のために講ずる措置に関する事項

三 指定障害者支援施設の施設障害福祉サービスの質の向上のために講ずる措置に

関する事項

四 前項第二号の区域ごとの指定障害福祉サービス又は指定地域相談支援及び同項

第四号の地域生活支援事業の提供体制の確保に係る医療機関、教育機関、公共職

業安定所その他の職業リハビリテーションの措置を実施する機関その他の関係機

関との連携に関する事項

４ 都道府県障害福祉計画は、児童福祉法第三十三条の二十二第一項に規定する都道

府県障害児福祉計画と一体のものとして作成することができる。

５ 都道府県障害福祉計画は、障害者基本法第十一条第二項に規定する都道府県障害

者計画、社会福祉法第百八条第一項に規定する都道府県地域福祉支援計画その他の

法律の規定による計画であって障害者等の福祉に関する事項を定めるものと調和が

保たれたものでなければならない。

６ 都道府県障害福祉計画は、医療法（昭和二十三年法律第二百五号）第三十条の四

第一項に規定する医療計画と相まって、精神科病院に入院している精神障害者の退

院の促進に資するものでなければならない。

７ 都道府県は、協議会を設置したときは、都道府県障害福祉計画を定め、又は変更

しようとする場合において、あらかじめ、協議会の意見を聴くよう努めなければな

らない。
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８ 都道府県は、都道府県障害福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あら

かじめ、障害者基本法第三十六条第一項の合議制の機関の意見を聴かなければなら

ない。

９ 都道府県は、都道府県障害福祉計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、こ

れを厚生労働大臣に提出しなければならない。
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５ 児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号 （抄））

〔都道府県障害児福祉計画〕

第三十三条の二十二 都道府県は、基本指針に即して、市町村障害児福祉計画の達成

に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、障害児通所支援等の提供体制

の確保その他障害児通所支援等の円滑な実施に関する計画（以下「都道府県障害児

福祉計画」という ）を定めるものとする。。

② 都道府県障害児福祉計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 障害児通所支援等の提供体制の確保に係る目標に関する事項

二 当該都道府県が定める区域ごとの各年度の指定通所支援又は指定障害児相談支

援の種類ごとの必要な見込量

三 各年度の指定障害児入所施設等の必要入所定員総数

③ 都道府県障害児福祉計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる

事項について定めるよう努めるものとする。

一 前項第二号の区域ごとの指定通所支援の種類ごとの必要な見込量の確保のため

の方策

二 前項第二号の区域ごとの指定通所支援又は指定障害児相談支援の質の向上のた

めに講ずる措置に関する事項

三 指定障害児入所施設等の障害児入所支援の質の向上のために講ずる措置に関す

る事項

四 前項第二号の区域ごとの指定通所支援の提供体制の確保に係る医療機関、教育

機関その他の関係機関との連携に関する事項

④ 都道府県障害児福祉計画は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律第八十九条第一項に規定する都道府県障害福祉計画と一体のものとして

作成することができる。

⑤ 都道府県障害児福祉計画は、障害者基本法第十一条第二項に規定する都道府県障

害者計画、社会福祉法第百八条第一項に規定する都道府県地域福祉支援計画その他

の法律の規定による計画であつて障害児の福祉に関する事項を定めるものと調和が

保たれたものでなければならない。

⑥ 都道府県は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第八

十九条の三第一項に規定する協議会を設置したときは、都道府県障害児福祉計画を

定め、又は変更しようとする場合において、あらかじめ、当該協議会の意見を聴く

よう努めなければならない。

⑦ 都道府県は、都道府県障害児福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あ

らかじめ、障害者基本法第三十六条第一項の合議制の機関の意見を聴かなければな

らない。

⑧ 都道府県は、都道府県障害児福祉計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、

これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
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